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桐生市人事評価システム導入及び運用保守業務委託プロポーザル実施要領 

 

1. 目的 

この実施要領は、桐生市人事評価システム導入及び運用保守業務を委託するにあたり、公募型

プロポーザル方式により受託する事業者を選定するために必要な事項を定めるものである。 

2. 業務の概要 

(1)  委託業務名 

 桐生市人事評価システム導入及び運用保守業務委託 

(2)  委託内容 

 別紙「桐生市人事評価システム導入及び運用保守業務委託仕様書」（以下「仕様書」とい

う。）のとおり。 

 ただし、契約時における仕様書については、受託候補者として選定された者の企画提案

内容に応じて仕様の詳細を変更することがある。 

(3)  業務期間 

① システム導入業務 

  契約締結の日から令和 7年 3月 31日まで 

    ② 運用及び保守業務 

      令和 7年 4月 1日から令和 12年 3月 31日まで 

※地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234条の 3による 5年間の長期継続契約 

を締結予定 

3. 業務に要する費用 

(1)  委託限度額 

 ３６，７１１，８４０円(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む） 

(2)  留意点 

① 委託限度額には、システム構築（カスタマイズ作業、動作検証作業含む）経費、運用保

守費、データ移行経費、操作研修費のほか、本業務に必要不可欠な費用全てに係る経費

を含むものとする。 

② 消費税及び地方消費税率は 10％として計算する。なお、契約期間中に消費税法（昭和 63

年法律第 108号）等の改正等が発生した場合は、契約金額に相当額を加減して支払うこ

ととする。 

4. 参加資格要件 

本プロポーザルに参加することができる者は、企画提案書の提出日時点において、次に掲げ

る要件をすべて満たしている者とする。 

なお、協力会社の参加を認めるが、協力会社として今回の業務委託に関し、複数の企画提案

に参加することはできないものとする。 

(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 4の規定に該当しないこと。 

(2) 桐生市の指名停止を受けている期間中でないこと。 

(3) 会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続き開始の申立及び民事再生法(平成
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11年法律第 225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないこと。 

(4) 事業者及びその代表者又は役員等が桐生市暴力団排除条例（平成 24 年 7月 1日施行）第 2

条第 1項第 1号から第 3号までのいずれにも該当しないこと。 

(5) 本プロポーザルへの参加者が、契約締結までの間に前各号の参加資格を有しなくなった場

合は、その時点で失格とする。 

(6) 受託前後を問わず、桐生市との連絡調整が緊密にできること。 

(7) 地方公共団体及び地方公共団体の指定管理を受けている団体に対して、人事評価システム

導入構築実績が 10 団体以上あるパッケージシステムを提供できる者。 

(8) 協力会社がある場合、協力会社は上記(1)から(4)までの全ての要件を満たしていること。 

5. スケジュール（予定） 

(1)  選定 

  ① 公告・参加申請書受付開始       令和 6年 4月 30日（火） 

  ② 質問受付期限             令和 6年 5月 8日（水）正午まで 

  ③ 質問に対する回答           令和 6年 5月 27日（月） 

   ④ 参加申請書・企画提案書等提出締切   令和 6年 6月 6日（木）午後３時まで 

   ⑤ 一次審査結果通知           令和 6年 6月 14日（金） 

   ⑥ 二次審査（プレゼンテーション審査）  令和 6年 6月 27日（木） 

   ⑦ 審査結果通知（受託候補者決定）    令和 6年 7月 26日（金） 

   ⑧ 契約                 令和 6年 8月 1日（木） 

(2)  委託スケジュール（予定） 

     ① システム構築期間   契約締結日から令和 7年 3月 31日（月）まで 

② 管理業務履行期間   令和 7年 4月 1日（火）から令和 12年 3月 31日（日）まで 

6. 質問の受付及び回答 

本プロポーザルに関する質問の受付及び回答は以下のとおりとする。 

(1)  提出方法 

12に記載の事務局宛に、質問書（様式第 4号）を電子メールにより提出すること。この場

合において件名は、｢プロポーザルに関する質問（事業者名）｣とすること。 

また、電子メール送信後に電話にて電子メール到着の確認をすること。メール送信が土・

日・祝日の場合は、送信後最も早い平日に電話確認を行うものとする。 

(2)  質問期間及び回答方法 

① 質問期間 

令和 6年 4月 30日（火）から令和 6年 5月 8日（水）正午まで 

② 回答方法 

令和 6年 5月 27日（月）に質問者からの回答を、参加申請書を事前に提出している者及

び質問者全員あてに電子メールにて回答する。 

7. 企画提案書等の提出 

(1)  提出書類 

① 参加申請書（様式第 1号） 

② 会社概要書（様式自由、パンフレットで代用可） 
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※協力会社がある場合は協力会社概要書も含む。 

③ 財務諸表 

直前決算 2か年度分について、貸借対照表及び損益計算書を提出すること。 

④ 企画提案書（任意様式） 

企画提案書のページ数は 30ページ以内（表紙・中表紙・背表紙はページ数としてカウン

トしないものとする）とし、サイズは日本工業規格Ａ4 横型（一部Ａ3 版資料折込使用

可とし、1ページ換算とする）、任意書式にて作成すること。 

a  仕様書の業務内容について、具体的な提案を行うこと。 

b  提案趣旨やアピールポイントなどを簡潔にわかりやすく記述すること。 

c  利用者並びに管理者のシステム操作方法や画面遷移など、わかりやすく図示すること。 

d 契約締結からシステム構築、運用までのスケジュールを図示すること。 

e 見積もり内で実施可能なものを提案し、追加の費用が必要なものは提案に含めないこ

と。また、提案した内容については、実施すること。 

⑤ 人事評価システム機能調査書（別紙 1） 

 ※機能調査書内の対応状況等を記入したもの。行・列の加除厳禁。（行幅の調整は可） 

⑥ 人事評価システム業務受託実績書（様式第 2号） 

 ※協力会社がある場合は協力会社の実績 

⑦ 見積書（任意様式） 

a  人件費、事業費など内訳が分かるように積算を記載すること。 

b  初期導入費及び 5年間の運用費の積算をそれぞれ記載すること。 

c  見積金額は、消費税及び地方消費税を含む額とすること。 

⑧ 暴力団排除に関する誓約書（様式第 3号） 

(2)  提出部数 

正本 1部、副本 10部、電子媒体（CDまたは USBフラッシュメモリ）2セット 

※なお、電子媒体に保存する形式はすべて PDF形式とし、⑤人事評価システム機能調査書

のみ Excel形式のデータも保存すること。 

(3)  提出場所 

12に記載の事務局 

(4)  提出方法 

持参又は郵送 

※郵送の場合、受付期間内に必着させるとともに、書留等の配達記録が残る方法を利用す

るものに限る。 

(5)  受付期間 

令和 6年 5月 8日（水）～令和 6年 6月 6日（木） 

8. 審査 

本プロポーザルは、公募型プロポーザルとして、二段階審査方式で実施する。 

(1) 一次審査（書面審査） 

① 実施日 

 参加申請書・企画提案書等提出締切後、速やかに実施する。 
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② 実施方法 

 一次審査委員（非公表）が企画提案書、システム機能調査書、見積金額について書面審

査し、評価点の合計点数が上位 3者を一次審査通過者とする。なお、一次審査における審

査基準は下記のとおりとし、審査結果の得点は公開しない。 

 

項目 審査基準 配点 

企画提案内容等 

a 管理者・利用者にわかりやすく使いやすいシステ

ムとなっているか。 

b 市の管理・運用についても効率的で省力化されて

いる提案になっているか。 

c スケジュールが具体的であり実現可能と認められ

るか。 

55点 

システム機能調査 

本業務委託の目的を達成するのに十分な機能を備えて

いるかを判断し、最も機能を備えていると思われる応

募者を最上位点（30点）とし、2番以降については、

それぞれ最も機能を備えている応募者との比率を用い

て算出する。 

30点 

費用 

最も低い額を提示した応募者を最上位点（15 点）と

し、2番目以降の低い額を示した応募者は、それぞれ

最も低い額との比率を用いて算出する。 

15点 

合  計 100点 

注）評価点に端数が生じた場合は、小数点第 1位以下四捨五入とする。 

(2) 二次審査（プレゼンテーション審査） 

一次審査委員による一次審査通過者を対象に、プレゼンテーション及び質疑応答を二次

審査委員に対して実施して、二次審査を行う。 

① 実施日 

 令和 6年 6月 27日（木）予定 

1者あたり 50 分間（他、入れ替え・準備・自己紹介に使用する時間を計 10分提供し、1

者 60分ですべて完了するものとする） 

プレゼンテーションに関する詳細については、一次審査結果とともに、通過者に電子メ

ールで通知する。また別途、同内容の書面を後日郵送する。 

② 参加者及び発表者 

参加者は発表者を含めて 5人以内とする。なお、発表者は最大 2人までとし、業務責任

者（原則、本市との連絡窓口や今後の会議・打合せ等の同席者）が必ず参加するものとす

る。質疑応答については、発表者以外の者も発言可とする。 

③ 実施方法 

a 所要時間 

参加者によるプレゼンテーション及び審査委員によるヒアリングの所要時間は、1参

加者あたり 50 分間（プレゼンテーション 45分以内、質疑応答約 5分）の予定とし、い
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ずれも提案者以外の事業者には非公開とする。 

b 企画提案 

企画提案は、提出した企画提案書に基づいて行うこととし、スライド等で映像を出す

場合も企画提案書にあるものに限る。 

ただし、提案内に必ず目標の設定から評価に至る流れのデモンストレーションを含む

ものとし、この場合に限り、当日に追加の資料を認める。なお、追加資料にページ数の

制限は設けないが、デモンストレーションに用いる部分のみを認める。過剰な資料は減

点の対象とする。 

追加資料を提出する場合は、企画提案時と同様、正本 1、副本 10、電子媒体 2セット

を提出すること。 

※プレゼンテーション 50分以内でのデモンストレーションにかかる時間配分は、参加者の

任意とする。 

④ 審査結果 

審査結果は、参加者に対して電子メールにより通知するとともに、優先交渉権者名を市

ホームページに掲載する。また別途、審査結果通知書を郵送する。なお、審査委員は非公

表とし、審査に関する質問や異議は一切受け付けないものとする。 

(3) 二次審査における受託候補者選定基準の主な視点 

項目 審査基準 配点 

企画提案内容等 

a 利用者にわかりやすく使いやすいシステムとなっている

か。 

b 運用支援や障害復旧などの体制は整っているか。 

c 本市の管理・運用についても効率的で省力化される提案

になっているか。 

d セキュリティ対策は十分にされているか。 

e本市の意向を汲み取った内容の提案が可能か。 

 

70点 

費用 

最も低い額を提示した応募者を最上位点（15 点）とし、2

番目以降の低い額を示した応募者は、それぞれ最も低い額

との比率を用いて算出する。 

15点 

業務実施体制及

び遂行能力 

a 仕様書の業務内容を確実に実施できる人員・組織体制が

確保されているか。 

b スケジュールが具体的であり実現可能と認められるか。 

c 他自治体等における類似サービスの実績は十分である

か。 

15点 

合  計 100点 

(4) 受託候補者の決定方法 

① 提出された企画提案書等を審査し、二次審査の総合得点が最も高い者を優先交渉権者

として選定する。 

② 参加者が 1者であった場合でも、本プロポーザルは成立する。 
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9. 提案の無効 

参加者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、審査委員会において審査の上、当該参加

者が行った提案を無効とする。 

(1) 本プロポーザルにおいて提出すべき書類（以下「提出書類」という。）について、この要領

に示した提出方法及び提出期限を正当な理由無く守らなかったとき。 

(2) 提出書類に虚偽の内容を記載したとき。 

(3) 4に記した「参加資格要件」に掲げる要件を満たさなくなったとき。 

(4) 見積金額が委託限度額を超えたとき。 

(5) 審査の公平性に影響を与える行為があったとき。 

 

10. 契約の締結 

(1) 優先交渉権者として選定された者と契約締結の交渉を行う。詳細な契約内容については、

その交渉時において仕様書の変更調整を行い決定する。よって、当初仕様書に変更が生じる

可能性があることから柔軟に対応すること。 

(2) 優先交渉権者との交渉が不調となったときは、次点者と契約締結の交渉を行うものとす

る。 

11. 留意事項 

(1) 本プロポーザルに係る一切の費用は参加者の負担とする。 

(2) 参加者は提出書類の作成のために本市から受領した資料等は、本市の承諾なく公表し、又

は使用してはならない。 

(3) 本市に提出された書類は、参加者に無断で本プロポーザルの目的以外の目的に使用しな

い。 

(4) 受付期間後、本市に提出した提出書類の差替えや資料の追加提出をすることは認めない

（本要領 8(2)③b ただし書に定める資料を除く）。 

(5) 本市に提出された書類は返却しない。 

(6) 本市に提出された提案書類等は、桐生市情報公開条例（平成 27年条例第 29号）に基づく

公文書公開請求の対象となる。ただし、業務提案の部分については、実際に業務が公になる

までは同条例第 7 条第 2号により公文書公開請求の公開対象外となる。 

(7) 受託者は、本業務の全部を再委託してはならない。 

(8) 参加者は、参加申請書の提出をもって、この要領及び仕様書等の記載内容を承諾したもの

とみなす。 

12. 事務局 

〒376-8501 桐生市織姫町１番１号 

桐生市 総務部人材育成課 （桐生市役所３階） 

電話：0277-46-1111(内線 543) 

FAX：0277-43-1001 

メール：jinzai@city.kiryu.lg.jp 


